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平成 28 年５月 10 日  

各   位  
 

会 社 名  エスケー化研株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 藤井 實 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード４６２８） 

問 合 せ 先 経理部長代理 竹内 正博 

電   話 ０７２－６２１－７７２０ 

 

 

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針並びに当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛

策）の導入に関するお知らせ 
 

当社は、平成 28 年５月 10 日開催の当社取締役会において、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的と

して、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針（会社法施行規則第 118 条第３号において定義されるものをいい

ます。）並びにかかる基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務お

よび事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法

施行規則第 118 条第３号ロ（２）において定義されるものをいいます。）と

して、平成 28 年６月 29 日開催予定の当社第 60 期定時株主総会（以下「本

定時株主総会」といいます。）にて、株主の皆様より承認、可決されること

を条件に、下記内容の当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）

（以下「本プラン」といいます。）を導入すること（詳細については下記Ⅲ

２．（２）をご参照ください。）を決定いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

本定時株主総会において、本プランの導入についてご承認いただいた場

合の本プランの有効期間は、３年以内に終了する事業年度のうち 終のも

のに関する当社定時株主総会の終結の時までとします。 

なお、本プランの具体的な内容を決定いたしました取締役会に出席した

当社監査役全員が、いずれも本プランの具体的運用が適正に行われること

を条件として、本プランに賛成する旨の意見を述べております。 

 

記 

 

Ⅰ  当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針 

 

 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の

企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値および会社の利益ひいては株

主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とす

る者であることが必要であると考えております。公開会社である当社の

株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められて

おり、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支

配する者の在り方は、 終的には株主の皆様全体の意思により決定され
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るべきであり、当社の株券等に対する大量買付行為（下記Ⅲ２．（３）

①で定義されます。以下同じとします。）があった場合、これに応じる

か否かの判断は、 終的には当社の株主の皆様のご判断に委ねられるべ

きものであると考えます。 

 しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の

経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付行為を強行する動きが見受け

られます。こうした大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価

値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもた

らすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対

象会社の取締役会や株主が当該行為に係る提案内容や対象会社の取締役

会からの代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの、

さらに対象会社の取締役会が大量買付者（下記Ⅲ２．（３）①で定義さ

れます。以下同じとします。）の提示した条件よりも有利な条件をもた

らすために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の

企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想

定されます。 

 当社といたしましては、このような当社の企業価値および会社の利益

ひいては株主共同の利益の向上に資さない大量買付行為を行う者は、当

社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると

考えており、このような者が現れた場合には、必要かつ相当な対抗手段

を講じることが必要であると考えます。 

 

Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組み 
 

１．当社グループの企業価値の源泉 

 

（１）当社の沿革 

 

当社は昭和 30 年７月大阪市北区にて、現代表取締役藤井實が四国

化学研究所を創設し、塗料用廃液溶剤類の蒸留精製及び建築用塗料

製品の製造販売をはじめました。昭和 36 年８月に大阪府茨木市清水

に、大阪工場を建設、稼動を開始し、昭和 38 年６月に商号を四国化

研工業株式会社に変更、砂壁状吹付材を開発し、製造販売を開始し

ました。その後、外装吹付タイル、高級厚付仕上材、超耐久性塗料、

セラミック系耐久被覆材など外装用塗料を中心に開発を手がけまし

た。平成３年４月には商号をエスケー化研株式会社に変更、平成６

年 10 月に株式を日本証券業協会に店頭登録し、現在は東京証券取引

所 JASDAQ（スタンダード）に上場しております。また、この間、内

装・外装用の建築仕上塗材を中心に売上を拡大すると共に、海外展

開も積極化させ、中国大陸並びに東南アジアに子会社を設立、連結

売上高並びに収益額は拡大の一途を辿っております（図－１）。 
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図―１ 

売上額と営業利益の推移（連結）単位百万円
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（２）当社事業の内容 

 

当社は、建築用仕上塗材事業、耐火断熱事業、その他の事業を主

な事業としております。 

ビル、マンション、住宅などの内装、外装に用いられる建築用仕

上材事業では、当社は耐久性、耐候性などに優れた高性能塗料、防

カビ、防藻性などの機能性塗料、特殊塗料及び装飾仕上塗材など、

業界随一の商品開発と品揃えを誇り、トップメーカーとしての地盤

を確立しております（図－２）。 

 

図―２ 

 
注：日本建築仕上材工業会のデータより作成 

  2014 年（１～12 月） 
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耐火断熱事業はセラミック耐火被覆材を、その他の事業は各種塗

料の希釈剤や工業用シンナー及びその他化成品をそれぞれ製造・販

売しております。 

建築仕上塗材事業、耐火断熱材事業においては請負工事を行って

おり、当社が開発した耐火被覆材の請負工事を主体に、各種塗装工

事を行っております。 

 

（３）企業価値の源泉について 

 

以上の様に当社の事業内容は創業以来、建築用の仕上塗材に特化

しており、自動車や造船や家電などの塗料は扱っておりません。 

当社グループの企業価値の源泉は、以下の３つに整理されます。 

 

① 当社グループの総合的な技術力について 

 創業以来、建築用の仕上塗材に特化して業績を発展させてきま

したが、当社の技術開発も建築用の外装、内装等の分野に集中し

て研究を進めた結果、他社の追随を許さない総合的な技術力を有

するに至りました。大阪に第一、第二の２つの研究所を有し、70

名前後の研究者が常時、研究を重ねて新製品の開発から、製品の

改良改善に至る研究を続けております。また、当社開発製品にか

かる特許は数百件を有し、内外塗装材、水性仕上材、床材、屋根

防水材、耐火被覆材、シート建材等の建材全般にわたり幅広く、

また、市場のニーズに合った新製品開発と既存製品の改良改善に

注力し、競合他社との一層の差別化を図っております。 

 

② 拠点ネットワークときめ細かなサービスについて 

 東京、大阪、名古屋、福岡などを初めとし１支社、12 支店を核

として、全国主要都市に約 50 か所の営業所を販売拠点として営

業を展開しております。また、海外ではシンガポール、マレーシ

ア、香港を初めとする東南アジアと中国大陸に現地子会社を設置

し海外の販売体制も整備されております。 

 これらの事業所がそれぞれの地域の販売店、施工店、ゼネコン、

設計事務所等に対して、積極的な販売活動、定期的な展示会・説

明会等を通じての PR 活動及び設計指定活動、また、きめ細かな

サービス活動等を実施し、市場開発と販売拡大を推進しておりま

す。この結果、建築用仕上材について、顧客との信頼関係が醸成

されるに至っております。今後も当社の企業価値の維持・向上を

図るためには、これら取引先との信頼関係を安定的に維持するこ

とが必要不可欠だと考えております。 

 

③ 無から有を生ずる企業風土と健全な財務体質について 

 以上のような、販売活動を支える精神的支柱である「如何に世

の中のお役に立ち働くべきか、如何に世の中のお役に立つ製品づ

くりや需要づくりをしていくべきか」の精神が脈々と生きており、

従業員一人ひとりの主体性や挑戦心に満ち溢れた企業風土が定着

しております。この企業風土を一言で表すなら、昼夜に亘って創

意工夫をこらし、常に「無から有」の実践を行う事につきると言

えます。 
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 また、当社が今後、引き続き拡大を遂げる為にはそれぞれの地

域において前向きな設備投資や人的投資が必要になると考えられ

ます。当社はこれらにも迅速に対応できる財務体質と資金力を保

有しており、当社グループ成長の礎となっております。 

 

２．企業価値向上に向けた取組み 

 

（１）企業価値の源泉の更なる進化 

 

上記１（３）の当社グループの企業価値の源泉を今後も継続し、

発展させていくことが、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・

向上につながるものと考えております。具体的には絶え間の無いコ

ストダウンを図りながら、トップシェアとしての比率拡大を目指し

ております。また、既存の市場や地域に固執せず、「無から有」の企

業精神をいかんなく発揮して、新たな市場や未開拓の地域へ進出す

ることにより、中長期的な企業価値の向上を実現してまいります。 

 

（２）経営計画 

 

今後の市場動向を考えると、新築着工の頭打ちが顕在化する中、

リフォーム需要は堅調に推移すると予想され、ラインアップされシ

リーズ化された豊富な製品群と営業開発で住宅改良向けの製品の販

売促進を実施し、他社との格差を一層広げたいと存じます。 

一方、電力問題等から省エネ型の建築塗材が有望視されることか

ら、（イ）遮熱・断熱効果のある塗材、（ロ）労働力不足にも対応し

た高意匠性シート建材、（ハ）火災等における建築基準法上要請され

る防耐火材料などが、今後のマーケットにおける需要を高めるもの

と想定されます。当社ではこれらマーケットの需要予測に沿った新

製品を開発しており、総合化学建材メーカーとして大きく躍進して

行きたいと考えています。 

また、海外に目を転じますと、中国経済の減速はあるものの、日

本に比べると東南アジアの経済成長率は総じて高いと想定されます

ので海外での事業の取組みも進め、グローバル化に引き続き対応し

ていきたいと存じます。平成 26 年５月にインドネシアにジャカルタ

工場を開設しましたが、今後も海外の生産拠点の拡充に努める所存

です。 

 

３．コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み 

 

当社におけるコーポレートガバナンス強化の重点は以下の通りで

あります。 

当社は定款において取締役の総数を 10 名以内とすることとして、

現在、７名の取締役が選任されており（内、１名は社外取締役）、少

数による迅速かつ機動的な経営判断を行える体制としております。

また、監査役につきましては３名が選任されており、内２名が社外

監査役で、より独立した立場から取締役の意思決定及び職務執行を

監視できる体制を整えております。 

また、社長直轄の内部監査部門として内部監査室を設置し、各部

署の業務プロセスやコンプライアンス、リスク管理の状況等につい



 

- 6 - 

て社内業務監査を実施し、常勤監査役も出席する監査報告会で報告

し、内部監査情報の共有を図っております。 

当社は適切な内部統制システムを整備・運用するために内部監査

室を中心とした内部統制プロジェクトチームを設置しており、その

有効性を高める事によって一層の経営品質の向上をはかると共に、

内部統制システムについて取締役会で決議しております。これに基

づき、当社として業務の適正を確保する内部統制システムの整備を

継続的に推し進めております。 

当社はリスク管理委員会、ISO 委員会、モラル安全衛生委員会を

設置しており、会議を通じて問題点が提起され、諸対策が講じられ

ております。また、事故発生時においては、社内危機管理規程に基

づき対処することで、影響が 小限に止まるよう体制を構築してお

ります。また、必要に応じて、弁護士、税理士、公認会計士、社会

保険労務士などの複数の専門家からアドバイスを受ける体制を採っ

ております。 

   

４．株主の皆様に対する還元策 

 

当社は、株主に対する利益還元が経営における重要課題の一つで

あることを常に認識するとともに、将来に備え財務体質と経営基盤

の強化を図ることにより、安定的な配当水準を維持することを配当

政策の基本といたしております（図－３）。 

 

図－３ 

 
 

今後はこの方針に加えて、企業価値向上の成果を還元させていた

だくことで、更に株主の皆様に支援していただけるよう、業績・収

益状況に対応した配当を実現しつつ、企業価値の一層の充実を図り

たいと考えております。 
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Ⅲ  基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針

の決定が支配されることを防止するための取組み 

 

１．企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現 

 

（１）企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現

に反する株券等の大量買付行為の存在 

 

以上のとおり、当社においては、企業価値の向上および会社の利

益ひいては株主共同の利益の実現に全力で取り組む所存ですが、近

年の資本市場においては、株主の皆様に十分な検討時間を与えず、

また対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意等のプロセスを

経ることなく、突如として株券等の大量買付行為を強行するといっ

た動きも見受けられないわけではありません。  
もとより株券等の大量買付行為は、たとえそれが対象となる会社

の経営陣の賛同を得ないものであっても、当該会社の資産の効率的

な運用につながり、企業価値の向上および会社の利益ひいては株主

共同の利益の実現をもたらすものであれば、何ら否定されるべきも

のではないと考えます。  
しかし、このような大量買付行為の中には企業価値の向上および

会社の利益ひいては株主共同の利益の実現を考えることなく、専ら

当該会社の株価を上昇させて対象会社の株券等を高値で会社関係者

等に買い取らせる目的で行うものなど、企業価値および会社の利益

ひ い て は 株 主 共 同 の 利 益 を 著 し く 損 な う こ と が 明 白 な 、 い わ ゆ る

「濫用的買収」が存在する可能性があることは否定できません。  
また、当社は、前述のとおり、長年築いてきたお客様との信頼関

係を維持・発展させていくことをはじめ、さまざまなステークホル

ダーとの良好な関係を継続することが、当社の中長期的な企業価値

を向上させ、株主の皆様の利益につながるものであることを確信し

ております。当社株券等の大量買付者がこれらのことを十分理解し、

中長期的にこれらを確保、向上させる者でなければ、当社の企業価

値および会社の利益ひいては株主共同の利益は著しく害されること

になります。  
 

（２）本プラン導入の必要性 

 

当社の株券等は譲渡自由が原則であり、株式市場を通じて多数の

投資家の皆様に自由に取引いただいております。したがって、当社

株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かは、 終的には

株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであります。 

当社としては、上記（１）のような状況下でかかる大量買付行為

が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値の向上および

会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否

か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株券等の大量買付行

為に関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量

買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供さ

れ、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考

えます。また、当社取締役会は、当社の企業価値および会社の利益
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ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大量買付行為

の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、

大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するととも

に、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えて

おりますので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであ

ります。 

当社は、このような考え方に立ち、以下のとおり本プランを導入

することを決定いたしました。本プランは、大量買付者に対し、本

プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しな

い場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひ

いては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合

の対抗措置を定めております。 

当社の株主の状況について、平成 28 年３月 31 日現在において当

社の把握する限り、当社役員およびその関係者による当社株式の保

有比率が約 35％となっており、当社にとって比較的安定的な構成に

なっております。しかしながら、当社の株券等は、別紙１「当社株

式の状況（平成 28 年３月 31 日現在）」記載のとおり、広く分布して

おり、その約３分の２は個人株主の皆様並びに信託銀行等の機関投

資家や外国法人等により保有されているため、当然のことながら流

動性があります。また、現時点において比較的安定的な株主構成と

はいえ、当社役員およびその関係者が各々の事情によりその保有す

る当社の株券等の譲渡または処分を行うなど、今後、当社の株券等

の流動性がさらに増す可能性は否定できません。このように、当社

役員およびその関係者の保有比率が大きく低下し、当社の株券等の

流動性が高まることにより、より多くの株主・投資家の皆様に当社

の株券等を保有していただく機会が増加することになりますが、そ

の反面、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に

反する大量買付行為が行われるおそれが高まることも否定できない

と考えております。 

なお、現時点において、当社に対し大量買付行為が行われている

事実はありません。 

 

２．本プランの内容 

 

（１）本プランの概要 

 

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うに当たり、所定の

手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買

付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該

大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同

の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大

量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主

の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法その他の法律お

よび当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適

切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられること

もあります。 

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約

権」といいます。）には、①大量買付者およびその関係者による行

使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに
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大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付す

る取得条項等を付すことが予定されております。 

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や

取得条項により、当該大量買付者およびその関係者の有する議決権

の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があ

ります。  
 

（２）本プランの導入手続－本定時株主総会における承認 

 

本プランの導入については、株主の皆様の意思を適切に反映する

ため、本定時株主総会において、出席株主（議決権行使書により議

決権行使を行う株主を含みます。）の皆様の議決権の過半数のご賛

同を得られることを条件とします。 

 

（３）本プランの発動に係る手続 

 

①対象となる大量買付行為 

 本プランの対象となる行為は、当社の株券等の一定数以上の買付

けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為の結果、 

 

ⅰ . 当社の株券等 1の保有者 2が保有 3する当社の株券等に係る株券

等保有割合4の合計 

ⅱ. 当社の株券等 5の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに

類似する行為を行う者が所有6しまたは所有することとなる当

社の株券等およびその者の特別関係者 ７ が所有する当社の株

券等に係る株券等所有割合８の合計 

 

のいずれかが、20％以上となる者（以下「特定株式保有者」といい

ます。）による当社の株券等の買付けその他の有償の譲受けもしく

はこれらに類似する行為またはその提案とします（ただし、当社取

締役会があらかじめ承認したものを除きます。このような買付け等

を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行いまたは行おう

とする者を以下「大量買付者」といいます。）。 

 
1.  金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等をいいます。以下

別段の定めがない限り同じとします。  

2.  金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する保有者をいい、同条第３

項に基づき保有者とみなされる者を含むものとします。以下同じとしま

す。  

3.  金融商品取引法第 27 条の 23 第４項に規定する保有をいいます。以下同

じとします。  

4.  金融商品取引法第 27 条の 23 第４項に規定する株券等保有割合をいいま

す。以下同じとします。  

5.  金融商品取引法第 27 条の２第１項に規定する株券等をいいます。以下

ⅱにおいて同じとします。  

6.  金融商品取引法第 27 条の２第１項に規定する所有をいいます。以下同

じとします。  

7.  金融商品取引法第 27 条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。

ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券

等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除き

ます。以下同じとします。  

8.  金融商品取引法第 27 条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいま
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す。以下同じとします。  

 

②本プランの開示および大量買付者に対する情報提供の要求 

 当社は、本プランについて株式会社東京証券取引所の定める諸規

則 に 基 づ き 適 時 開 示 を 行 う と と も に 、 当 社 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.sk-kaken.co.jp/）に本プランを掲載します。 

 大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、

大量買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行

為の内容の検討に必要な以下の各号に定める情報（以下「本必要情

報」といいます。）および本プランに定める手続を遵守する旨の意

向表明を、日本語で記載した買付提案書を提出していただきます。 

なお、買付提案書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大量

買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。 

 当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれ

を下記④に定める独立委員会に提供するものとします。大量買付者

から提供していただいた情報では、当該大量買付行為の内容および

態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取締役会の評

価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断す

る場合には、当社取締役会が別途要求する追加の情報を、大量買付

者から日本語で提供していただきます（ただし、当社取締役会は、

大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為の内容、本

必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の皆様が買収の是非を適

切に判断し、当社取締役会が評価・検討等を行うために必要な水準

を超える追加情報提供の要求を行わないこととします。）。 

 

ⅰ . 大量買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者お

よ び （ フ ァ ン ド の 場 合 は ） 組 合 員 そ の 他 の 構 成 員 を 含 み ま

す。）の詳細（具体的名称、資本構成、業務内容、財務内容、

および当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情

報等を含みます。） 

ⅱ . 大量買付者およびそのグループが現に保有する当社の株券等

の数、並びに買付提案書提出日前60日間における大量買付者

の当社の株券等の取引状況 

ⅲ . 大量買付行為の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資

もしくは政策投資、大量買付行為の後における当社の株券等

の第三者への譲渡等、または重要提案行為等（金融商品取引

法第27条の 26第１項、同法施行令第14条の８の２第１項、お

よび株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条

に規定する重要提案行為等を意味します。）を行うことその

他の目的がある場合には、その旨および概要を含みます。な

お、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただき

ます。）、方法および内容（大量買付行為による取得を予定

する当社の株券等の種類および数、大量買付行為の対価の額

および種類、大量買付行為の時期、関連する取引の仕組み、

大量買付行為の方法の適法性並びに大量買付行為の実行の可

能性等を含みます。） 

ⅳ . 大量買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実およ

び仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大量買付行

為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー
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の額およびその算定根拠等を含みます。）の概要 

ⅴ . 大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供

者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の

内容等を含みます。） 

ⅵ . 大量買付行為後の当社グループの経営方針、経営者候補（当

社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等

に関する情報を含みます。）、事業計画、財務計画、資本政

策、配当政策および資産活用策（ただし、大量買付者による

買収提案が、少数株主が残存しない 100％の現金買収の場合、

本 号 の 情 報 の 提 供 に つ い て は 概 略 の み で 足 り る こ と と し ま

す。） 

ⅶ . 大量買付行為後の当社グループの従業員、取引先、顧客その

他の当社グループに係る利害関係者の処遇方針 

ⅷ. 大量買付行為のために投下した資本の回収方針 

ⅸ . 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的

であるか間接的であるかを問いません。）および関連性が存

在する場合にはその内容 

ⅹ. その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 

 なお、当社取締役会は、大量買付者が出現したことを当社取締役

会が認識した場合はその事実について、また、買付提案書または追

加情報を受領した場合はその受領の事実について、速やかに株主の

皆様に情報開示を行います。大量買付者から当社取締役会に提供さ

れた情報の内容等については、株主の皆様のご判断に必要であると

当社取締役会が判断する時点で、その全部または一部につき株主の

皆様に情報開示を行います。 

 

③当社取締役会の検討手続 

 当社取締役会は、大量買付者から提出された買付提案書に記載さ

れる本必要情報につき、株主の皆様に買収の是非を適切にご判断い

ただき、当社取締役会の評価・検討等を行うために必要な水準を満

たすものであると判断した場合（大量買付者による情報提供が不十

分であるとして当社取締役会が追加的に提出を求めた本必要情報が

提出された結果、当社取締役会が買付提案書と併せて本必要情報と

して十分な情報を受領したと判断した場合を含みます。）、その旨

並びに下記の取締役会評価期間の始期および終期について、速やか

に大量買付者および独立委員会に通知し、適時かつ適切に株主の皆

様に情報開示を行います。当社取締役会は、大量買付者に対する当

該通知の発送日の翌日から60日以内（対価を現金（円貨）のみとす

る公開買付けによる当社のすべての株券等の買付けの場合）または

90日以内（その他の大量買付行為の場合）（かかる60日以内または

90日以内の期間を、以下「取締役会評価期間」といいます。）に、

必要に応じて当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証券

会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他

の専門家を含みます。）の助言を得ながら、提供された本必要情報

を十分に評価・検討し、下記④に定める独立委員会による勧告を

大限尊重したうえで、大量買付行為に関する当社取締役会としての

意見を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時か

つ適切に株主の皆様に情報開示を行います。また、必要に応じて、
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大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉

し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示する

こともあります。 

 なお、独立委員会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または

不発動の勧告を行うに至らないこと等、当社取締役会が取締役会評

価期間内に対抗措置の発動または不発動に関する決議に至らないこ

とにつきやむを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員

会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を 大30日間

（当初の取締役会評価期間の満了日の翌日から起算します。）延長

することができるものとします。当社取締役会が取締役会評価期間

の延長を決議した場合、当該決議された具体的期間およびその具体

的期間が必要とされる理由について、適時かつ適切に株主の皆様に

情報開示を行います。 

 大量買付者は、この取締役会評価期間の経過または下記⑥ⅲに定める

とおり当社取締役会が株主総会を開催することを決定した場合には、当該株主総

会における株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役会の決議後において

のみ、大量買付行為を開始することができるものとします。ただし、

下記⑦に定める不発動決定通知を受領した場合、大量買付者は、同

通知を受領した翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能とな

ります。 

 

④独立委員会の設置 

 本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、

並びに、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価

値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上さ

せるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否

かについては、当社取締役会が 終的な判断を行いますが、その判

断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会

から独立した組織として、独立委員会を設置しております。独立委

員会の委員は、３名以上５名以下とし、社外取締役、社外監査役、

弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通し

ている者および他社の取締役または執行役として経験のある社外者

等の中から当社取締役会が選任するものとします。 

なお、本プラン導入時の独立委員会の委員は、社外取締役１名及

び社外監査役２名により構成される予定であり、現時点で選任が予

定されている委員の氏名および略歴は、別紙２「独立委員会委員の

氏名および略歴」のとおりであります。独立委員会規則の概要は、

別紙３「独立委員会規則の概要」のとおりであります。また、独立

委員会の判断の概要については、適時かつ適切に株主の皆様に情報

開示を行います。 

 

⑤対抗措置の発動の手続 

 当社取締役会が対抗措置の発動を判断するに当たっては、その判

断の合理性および公正性を担保するために、以下の手続を経ること

とします。 

 まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に

対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この

諮問に基づき、必要に応じて、当社の費用で、当社から独立した地

位にある第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイ
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ザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含みます。）の助言を

得たうえで、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について

勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判

断に際して、独立委員会による勧告を 大限尊重するものとします。 

 また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査

役全員を含む当社監査役全員の賛成を得たうえで、当社取締役全員

の一致により発動の決議をすることとします。当社取締役会は、当

該決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と

判断する事項について、速やかに株主の皆様に情報開示を行います。 

 なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大

量買付者の提供する本必要情報に基づき、必要に応じて、当社から

独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャ

ル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含みま

す。）の助言を得ながら、当該大量買付者および当該大量買付行為

の具体的内容並びに当該大量買付行為が当社の企業価値および会社

の利益ひいては株主共同の利益に与える影響等を評価・検討等した

うえで、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。 

さらに、下記⑥ⅲに定めるとおり、下記⑥ⅱの場合で、当社取締

役会が大量買付行為に対する対抗措置を発動するか否かの判断を行

うにあたり、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と

判断するときは、当該大量買付行為に対し対抗措置を発動するか否

かについて株主の皆様の意思を確認するための株主総会を開催する

こともできるものとします。 

 

⑥対抗措置の発動の条件 

 

ⅰ . 大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を

行いまたは行おうとする場合 

 

当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わ

ずに大量買付行為を行いまたは行おうとする場合、大量買付行

為の具体的な条件・方法等の如何を問わず、当該大量買付行為

が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を

著しく害するものであるとみなし、独立委員会による勧告を

大限尊重したうえで、当社の企業価値および会社の利益ひいて

は株主共同の利益を確保または向上させるために必要かつ相当

な対抗措置を講じることとします。 

 

ⅱ . 大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行

いまたは行おうとする場合  
 

大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を

行いまたは行おうとする場合には、当社取締役会が仮に当該大

量買付行為に反対であり、反対意見の表明、代替案の提示、株

主の皆様への説明等を行う場合であっても、原則として、当該

大量買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付者の当

社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かは、株主

の皆様において、当該大量買付行為に関する本必要情報および

それに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮のうえ、
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ご判断いただくこととなります。 

ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買

付行為を行いまたは行おうとする場合であっても、当社取締役

会が、大量買付者の大量買付行為の内容を検討し、大量買付者

との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付者の買付提案に

基づく大量買付行為が、当社の企業価値および会社の利益ひい

ては株主共同の利益を著しく害するものであると認めた場合に

は、取締役会評価期間の開始または終了にかかわらず、当社取

締役会は、独立委員会による勧告を 大限尊重したうえで、当

社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保

しまたは向上させるために、必要かつ相当な対抗措置を講じる

ことがあります。具体的には、以下に掲げるいずれかの類型に

該当すると判断される場合には、原則として、当該買付提案に

基づく大量買付行為は当社の企業価値および会社の利益ひいて

は株主共同の利益を著しく害するものに該当すると考えます。 

 

(ⅰ ) 高値買取要求を狙う買収である場合 

(ⅱ) 重要な資産・技術情報等を廉価に取得するなど、会社の

犠牲のもとに大量買付者の利益実現を狙う買収である場

合 

(ⅲ) 会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することに

より、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共

同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収であ

る場合 

(ⅳ) 会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配

当をさせるか、一時的高配当による株価急上昇の機会を

狙って高値で売り抜けることにより、当社の企業価値お

よび会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすような買収である場合 

(ⅴ) 当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして

著しく不十分または不適切な買収である場合 

(ⅵ) 初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘するこ

となく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは

明確にしないで公開買付けを行うなど、株主に株券等の

売却を事実上強要するおそれがある買収である場合 

(ⅶ)大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、

中長期的な将来の企業価値との比較において、当該大量

買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比

べ、著しく劣後する場合 

(ⅷ) 大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として

著しく不適切である場合 

(ⅸ) 前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合 

a．当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の

利益を著しく害するおそれがあることが客観的かつ合

理的に推認される場合 

b．当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企

業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益が著

しく害されることを回避することができないかまたは

そのおそれがあることが客観的かつ合理的に推認され
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る場合 

 

ⅲ. 株主総会の開催 

 

上記ⅱのとおり、大量買付者が本プランに定める手続に従っ

て大量買付行為を行いまたは行おうとする場合には、当社取締

役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重した上で、大量買付行

為に対する対抗措置発動の是非を決議することを原則とします

が、大量買付者による大量買付行為の内容、株主総会の開催に

要する時間等諸般の事情を考慮の上、法令および当社取締役の

善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株

主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断すると

きは、当社取締役会は、株主総会を招集し、出席株主（議決権

行使書により議決権行使を行う株主を含みます。）の皆様の議

決権の過半数の賛成をもって、対抗措置の発動に関する株主の

皆様の意思を確認することができるものとします。当社取締役

会は、株主総会の開催を決定した場合、速やかに当該決定を行

った事実およびその理由を株主の皆様に対して情報開示すると

ともに、実務上可能な限り速やかに株主総会を招集するものと

します。 

また、当社取締役会は、株主総会が開催された場合、対抗措

置の発動に関して、当該株主総会における株主の皆様のご判断

に従うものとします。 

なお、大量買付者は、当社取締役会が株主総会の開催を決定

した場合には、当該株主総会における株主の皆様のご判断に従

って行う当社取締役会の決議がされるまでの間、大量買付行為

を開始してはならないものとします。 

 

⑦当社取締役会による対抗措置の発動・不発動に関する決定 

 当社取締役会は、上記⑥ⅰまたはⅱのいずれの場合も、独立委員

会の勧告を 大限尊重したうえで、また、上記⑥ⅱの場合で、かつ、

独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を確認するため

に株主総会が開催された場合には、当該株主総会における株主の皆

様のご判断に従って、対抗措置の発動または不発動に関する決定を

行います。 

 当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動の決定を行った場

合、速やかに当該決定の概要、上記株主総会の決議の概要その他当

社取締役会が適切と認める事項について、大量買付者に通知（不発

動の決定に係る通知を、以下「不発動決定通知」といいます。）し、

株主の皆様に情報開示を行います。大量買付者は、取締役会評価期

間経過後または上記⑥ⅲに定めるとおり当社取締役会が株主総会を

開催することを決定した場合には、当該株主総会における株主の皆

様のご判断に従って行う当社取締役会の決議後においてのみ、大量

買付行為を開始することができるものとします。ただし、当社取締

役会から不発動決定通知を受領した場合には、大量買付者は、同通

知を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能と

なります。 

 

⑧当社取締役会による再検討  
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 当社取締役会は、一旦対抗措置を発動すべきか否かについて決定

した後であっても、大量買付者が大量買付行為に係る条件を変更し

た場合や大量買付行為を中止した場合等、当該決定の前提となった

事実関係等に変動が生じた場合には、改めて独立委員会に諮問した

うえで再度審議を行い、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、

対抗措置の発動または中止に関する決定を行うことができます。ま

た、この場合にも、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上

適切と判断するときは、当該大量買付行為に対し対抗措置を発動す

るか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主総会を開

催することができるものとします。 

 当社取締役会は、対抗措置の発動または中止に関する決定を行っ

た場合、速やかに当該決定の概要、上記株主総会の決議の概要その

他当社取締役会が適切と認める事項について、大量買付者に通知し、

株主の皆様に情報開示を行います。 

 
（４）対抗措置の概要 

 
当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、

別紙４「新株予約権の要項」に従った本新株予約権の無償割当てを

行います。本新株予約権は、本新株予約権の無償割当てを決議する

当社取締役会において定める一定の日（以下「割当期日」といいま

す。）における、 終の株主名簿に記載または記録された株主（た

だし、当社を除きます。）に対し、その保有株式１株につき新株予

約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で割り当てられます。  
本 新 株 予 約 権 １ 個 の 行 使 に 際 し て 出 資 さ れ る 財 産 （ 金 銭 と し ま

す。）の価額（行使価額）は１円であり、本新株予約権１個の行使

に よ り 、 本 新 株 予 約 権 に 係 る 新 株 予 約 権 者 （ 以 下 「 本 新 株 予 約 権

者」といいます。）に対して、１株以下で当社取締役会が定める数

（調整がされる場合には調整後の株数）の当社普通株式が交付され

ます。なお、当社は、本新株予約権の行使がなされた場合に、当該

本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があると

きは、適用法令に従い端数の処理を行います。 

ただし、特定株式保有者およびその関係者は、本新株予約権を行

使することができないものとします。また、当社は、本新株予約権

の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条項に基づ

き、一定の条件のもとで特定株式保有者およびその関係者以外の本

新株予約権者から、当社普通株式と引換えに本新株予約権を取得す

ることができます。なお、当社は一定の条件のもとで本新株予約権

全部を無償で取得することも可能です。 

さらに、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会

の承認が必要です。 

上記（１）に記載のとおり、本新株予約権の無償割当てのほか、

会社法およびその他の法令上認められるその他の対抗措置を発動す

ることが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いら

れることがあります。 

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、当

社取締役会が適切と認める事項について、適時かつ適切に株主の皆

様に情報開示を行います。 

 
（５）本プランの有効期間、廃止および変更 
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本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から平成 31 年

３月期に関する当社定時株主総会の終結の時までとします。ただし、

本プランは、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会にお

いて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または②当社取

締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、

その時点で廃止されるものとします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定

時株主総会の決議による委任の範囲内において、必要に応じて独立

委員会の意見を踏まえたうえで、本プランの技術的な修正または変

更を行う場合があります。なお、本プランは平成 28 年５月 10 日現

在施行されている法令の規定を前提としておりますので、同日以後、

法令の新設または改廃等により本プランの規定に修正を加える必要

が生じた場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ、本プランの基本

的な考え方に反しない範囲で、適宜本プランの文言を読み替えるこ

ととします。 

本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修

正または変更の事実その他当社取締役会が適切と認める事項につい

て、速やかに開示します。 

また、平成 31 年３月期に関する当社定時株主総会の終結の時以降

における本プランの内容につきましては、必要な見直しを行ったう

えで、本プランの継続、更新の可否または新たな内容のプランの導

入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。 

 

３．株主および投資家の皆様への影響 

 
（１）本プランの導入時に株主および投資家の皆様に与える影響 

 
本プランの導入時点においては、対抗措置自体は発動されません

ので、株主および投資家の皆様の法的権利または経済的利益に直接

具体的な影響が生じることはありません。 

 
（２）本新株予約権の無償割当ての実施により株主および投資家の皆様

に与える影響  
 

本新株予約権は、割当期日における株主の皆様に対し、その保有

する株式１株につき１個以上で当社取締役会が定める数の割合によ

り無償で割り当てられますので、その行使を前提とする限り、株主

の皆様が保有する当社株式全体の価値に関して希釈化は生じません。 

もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予

約権の行使を行わない場合には、他の株主の皆様による本新株予約

権の行使により、その保有する当社株式の価値が希釈化することに

な り ま す 。 た だ し 、 当 社 は 、 当 社 取 締 役 会 の 決 定 に よ り 、 下 記

（４）②に記載の手続により、本新株予約権の要項に従い本新株予

約権の行使が禁じられていない株主の皆様から本新株予約権を取得

し、それと引換えに当社普通株式を交付することがあります。当社

がかかる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い本新

株予約権の行使が禁じられていない株主の皆様は、本新株予約権の

行使および行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社普通株式を

受領することとなり、その保有する株式１株当たりの価値の希釈化
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は生じますが、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じません。  
なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後

において、当社が、本新株予約権の無償割当てを中止しまたは無償

割当てされた本新株予約権を無償で取得する場合には、１株当たり

の当社株式の価値の希釈化は生じませんので、１株当たりの当社株

式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の

皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。  
 

（３）本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使

または取得に際して株主および投資家の皆様に与える影響 

 

本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付される

ことが予定されているため、当該行使または取得に際して、特定株

式保有者およびその関係者の法的権利または経済的利益に希釈化が

生じることが想定されますが、この場合であっても、特定株式保有

者およびその関係者以外の株主および投資家の皆様の有する当社の

株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を

与えることは想定しておりません。もっとも、本新株予約権それ自

体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、本新株予約権の行

使または本新株予約権の当社による取得の結果、株主の皆様に当社

普通株式が交付される場合には、株主の皆様の振替口座に当社株式

が記録されるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値の

うち本新株予約権に帰属する部分については、譲渡による投下資本

の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意ください。 

 
（４）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続

等 

 
①本新株予約権の行使の手続  

 当社は、割当期日における 終の株主名簿に記載または記録され

た株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行

使に係る本新株予約権の内容および数、本新株予約権を行使する日、

当社株式の記録を行うための振替口座（特別口座を除きます。）等

の必要事項並びに株主自身が本新株予約権の行使条件を充足するこ

と等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当

社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の行使に

必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主

の皆様が行使期間中にこれらの必要書類を提出したうえ、本新株予

約権１個当たり１円を払込取扱場所に払い込むことにより、１個の

本新株予約権につき１株以下で当社取締役会が定める数（調整がさ

れる場合には調整後の株数）の当社普通株式が交付されることにな

ります。 

 なお、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、本新株予

約権の行使の結果として交付される当社普通株式については、特別

口座に記録することができませんので、株主の皆様が本新株予約権

を行使する際には、証券口座等の振替口座を開設していただく必要

がある点にご留意ください。 

 
②当社による本新株予約権の取得の手続  

 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした
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場合、法定の手続に従い、取得条項が複数ある場合には、それぞれ

取得条項ごとに、取締役会の決議を行い、かつ、新株予約権者の皆

様に対する公告を実施したうえで、本新株予約権を取得します。ま

た、本新株予約権の取得と引換えに当社普通株式を株主の皆様に交

付することとした場合には、速やかにこれを交付いたします。 

なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が特定株式

保有者またはその関係者でないこと等についての表明保証条項、補

償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出

いただくことがあります。 

 上記のほか、割当方法、行使の方法および当社による本新株予約

権の取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当て

の実施が当社取締役会において決定された後、株主の皆様に開示ま

たは通知いたしますので、当該内容をご確認ください。  
 

Ⅳ 本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利

益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするもので

はないことおよびその理由）  

 

 当社取締役会は、以下の理由により、本プランが、上記Ⅰの基本方

針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、

また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えておりま

す。  
 

１．買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 

 
本プランは、経済産業省および法務省が平成 17 年５月 27 日に発

表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防

衛策に関する指針」の定める三原則（「企業価値・株主共同の利益

の 確 保 ・ 向 上 の 原 則 」 、 「 事 前 開 示 ・ 株 主 意 思 の 原 則 」 、 「 必 要

性・相当性確保の原則」）を完全に充足しており、また、株式会社

東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合

致したものです。 

なお、本プランは、平成 20 年６月 30 日に公表された、経済産業

省に設置された企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏

まえた買収防衛策の在り方」の内容も勘案しております。 

 

２．企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向

上を目的として導入されていること 

 

本プランは、上記Ⅲに記載のとおり、当社株券等に対する大量買

付行為がなされた際に、当該大量買付行為に関する提案に応じるべ

きか否かを株主の皆様にご判断いただき、また当社取締役会が株主

の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を

可能とするために必要な情報や時間を確保することにより、当社の

企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保または向

上することを目的として導入されるものです。 

 

３．株主意思を重視するものであること 

 

本プランは、導入に当たり株主の皆様の意思を適切に反映させる
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機会を確保するため、本定時株主総会において株主の皆様からご承

認をいただくことを条件として導入されます。上記Ⅲ２．（２）に

記載のとおり、本定時株主総会において本プランを承認する議案を

お諮りし、かかる議案が承認されない場合、本プランは導入されま

せん。さらに、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主

総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本

プランはその時点で廃止されることとなり、その意味で、本プラン

の導入だけでなく存続についても、株主の皆様のご意向が反映され

ることとなっております。 

また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の発動または不発

動の判断を株主の皆様が取締役会に委ねる前提として、当該対抗措

置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様に

示すものです。加えて、上記Ⅲ ２.（３） ⑥ⅲ記載のとおり、当社

取締役会は、本プランに従った対抗措置の発動に関する決議に際し

て、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認

することが実務上適切と判断するときは、株主総会を開催し、株主

の皆様の意思を確認することとしております。したがって、当該発

動条件に従った対抗措置の発動は、株主の皆様のご意向が反映され

たものとなります。 

 

４．独立性の高い社外者の判断を重視していること 

 

当社は、上記Ⅲ２．（３）④に記載のとおり、本プランの導入に

当たり、当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するため

に、取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置していま

す。 

このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を 大限尊重した

うえで決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに

基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐとともに、同委員会の判断

の概要については、適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行うこ

ととされており、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共

同の利益に適うように本プランの運営が行われる仕組みが確保され

ております。 

 

５．合理的な客観的要件を設定していること 

 

本プランは、上記Ⅲ２．（３）に記載のとおり、あらかじめ定め

られた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するため

の仕組みを確保しております。 

 

６．独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること 

 

本プランは、上記Ⅲ２．（３）③および⑤に記載のとおり、大量

買付者が出現した場合、取締役会および独立委員会が、当社の費用

で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、フ

ィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家

を含みます。）の助言を得ることができることとされています。こ

れにより、取締役会および独立委員会による判断の公正性および合



 

- 21 - 

理性がより強く担保される仕組みが確保されています。 

 

７．デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこ

と 

 

上記Ⅲ２．（５）に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会

で選任された取締役で構成される取締役会の決議によりいつでも廃

止できることとされており、取締役会の構成員の過半数を交代させ

てもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド型買収防衛策

ではありません。 

また、当社は期差任期制度を採用していないため、本プランは、

取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発

動を阻止するのに時間を要する、いわゆるスローハンド型買収防衛

策でもありません。 
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（別紙１） 

 

 

当社株式の状況（平成 28 年３月 31 日現在） 

 

1. 発行可能株式総数 48,000,000 株  

2. 発行済株式総数 15,673,885 株（自己株式 2,161,715 株を含む。） 

3. 株主数  361 名  
4.  大株主（上位 10 名） 

 

 

株  主 名 

 

所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株

式数の割合
（％） 

四国興産有限会社 4,151 26.48

ステート ストリート バンク ア

ンド トラスト カンパニー（常任

代理人 香港上海銀行） 

1,272 8.12

ジ ェ ー ピ ー  モ ル ガ ン  チ ェ ー ス

バ ン ク 380684（ 常 任 代 理 人  ㈱ み

ずほ銀行） 

745 4.75

株式会社近畿大阪銀行 555 3.54

藤井 實 469 2.99

藤井 実広 469 2.99

藤井 訓広 469 2.99

エスケー化研共栄会 458 2.92

日本生命保険相互会社 413 2.63

ビービーエイチ フォー フィデリ

ィティ ロ－プライスド ストック

ファンド（プリンシパル オールセ

ク タ ー  サ ブ ポ ー ト フ ォ リ オ ）（ 常

任代理人 ㈱三菱東京 UFJ 銀行） 

351 2.23

 （注）上記のほか、当社は自己株式 2,161,715 株を所有しております。 
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（別紙２） 

独立委員会委員の氏名および略歴 

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しておりま

す。 

 

長澤 啓三
な が さ わ  け い ぞ う

 

 

略歴： 昭和 44 年５月  尼崎市役所入庁 

    平成 14 年４月  尼崎市企画財政局中央支所課長補佐 

    平成 19 年３月  同退職 

    平成 19 年４月  尼崎市企画財政局園田地域振興センター嘱託

職員 

    平成 20 年６月  当社監査役 

    平成 23 年６月  当社常勤監査役 

    平成 27 年６月  当社常勤監査役を辞任後、当社取締役に就任

（現任） 

なお、長澤啓三氏は社外取締役であり、当社と特別の関係はありません。 

 

 

本竜
ほんりゅう

 坦
ひ ろ

道
み ち

 

 

略歴： 昭和 45 年４月  株式会社大阪銀行入行（現 株式会社近畿大

阪銀行） 

    平成 11 年６月  同行資金証券部長 

    平成 15 年６月  近畿大阪信用保証株式会社、常勤監査役 

    平成 20 年７月  株式会社春日井 管理本部長 

    平成 25 年１月  ウィズソフト株式会社 グループ経営企画室

長 

    平成 26 年２月  宝菱産業株式会社 企画部長（現任） 

    平成 27 年６月  当社監査役就任（現任） 

なお、本竜坦道氏は社外監査役であり、当社と特別の関係はありません。 

 

 

古越
ふ る こ し

 浩二
こ う じ

 

 

略歴： 昭和 49 年４月  株式会社大阪銀行入行（現 株式会社近畿大

阪銀行） 

    平成３年１月   同行津田支店長 

    平成 13 年 12 月   近畿大阪銀行船場支店長 

    平成 14 年 6 月  同行本町営業部部長 

    平成 17 年 10 月   廣川株式会社総務部長 

    平成 22 年１月  同社取締役総務部長 

    平成 27 年 10 月   同社取締役（現任） 

なお、古越浩二氏は平成 28 年６月開催予定の定時株主総会において選任された

場合には、当社社外監査役に就任予定です。また当社と特別の関係はあり

ません。 
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（別紙３） 

 

独立委員会規則の概要 

 

第１条  当社は、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策、

以下「本プラン」という。）の導入・更新に伴い、独立委員会を設

置する。独立委員会は、取締役会の諮問により、本プランに基づく

対抗措置の発動または不発動に関する勧告を行い、取締役会の判断

の公正性および中立性の確保に資することを目的とする。 

第２条  独立委員会の委員は、３名以上５名以下とし、以下の条件を満

たした者の中から選任する。選任された委員は、就任に当たり原則

として当社に対する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で

締結する。 

①  現在ま た は過去 に おいて 当 社、当 社 の子会 社 または 関 連会 社

（以下併せて「当社等」という。）の取締役（社外取締役は除

く 。 以 下 同 じ 。 ） ま た は 監 査 役 （ 社 外 監 査 役 は 除 く 。 以 下 同

じ。）等となったことがない者 

② 現在または過去における当社等の取締役または監査役等の一定

範囲の親族でない者 

③ 当社等と現に取引のある金融機関において、過去３年間取締役

または監査役等となったことがない者 

④ 当社等との間で一定程度以上の取引がある取引先において、過

去３年間取締役または監査役等でない者 

⑤ 当社等との取引先ではなく、当社等との間に特別の利害関係の

ない者 

⑥ 企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績

ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会

計士、会社法等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに

準ずる者） 

２ 委員の選任および解任は、取締役会の決議により行う。ただし、

委員の解任を決議する場合、出席取締役の３分の２以上の賛成によ

るものとする。 

３ 委員の任期は、第１項第２文に定める契約に別段の定めがない限

り、平成 28 年３月期に関する定時株主総会の終結の時（ただし、

本プランの期間中に選任された委員については、選任の時）から、

平成 31 年３月期に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

第３条  独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項につい
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て審議・決議し、その決議の内容を、その理由を付して取締役会に

勧告する。取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重しなければ

ならない。 

① 大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か 

② 買付提案の内容が当社の企業価値および会社の利益ひいては株

主共同の利益を著しく害するか否かの決定並びに対抗措置の発

動または不発動 

③ 対抗措置の中止 

④ ①ないし③のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与え

られた事項 

⑤ 本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項 

⑥ 取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた

事項 

第４条  独立委員会の決議は、原則として委員全員が出席し、その過半

数をもってこれを行う。ただし、委員のいずれかに事故があるとき

その他特段の事由があるときは、当該委員を除いた委員全員が出席

し、その過半数をもってこれを行う。 

第５条  独立委員会は、当社の費用で、当社から独立した地位にある第

三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護

士、公認会計士その他の専門家を含む。）の助言を得ることができ

る。  

第６条  取締役会は、その決議により、独立委員会を招集することがで

きる。 

第７条  取締役会は、独立委員会が審議を行うに当たって必要であると

認める場合には、取締役１名を独立委員会に出席させ、必要な事項

に関する説明を行う機会を与えるよう独立委員会に求めることがで

きる。 

第８条  独立委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由および

その根拠を説明しなければならない。  
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（別紙４）  
 

新株予約権の要項  
 

1．割当対象株主 

本要項記載の新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会（以下

「本新株予約権無償割当て決議」という。）において定める一定の日

（以下「割当期日」という。）における 終の株主名簿に記載または

記録された株主（ただし、当社を除く。）に対し、その保有株式１株

につき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で、新株

予約権を割り当てる。 

 

2．発行する新株予約権の総数 

割当期日の 終の当社普通株式の発行済株式総数（当社の保有する当

社普通株式の数を控除する。）と同数以上で当社取締役会が定める数

とする。 

 

3．新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において定める日とする。 

 

4．新株予約権の目的である株式の種類および数 

① 新株予約権の目的である株式の種類 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

② 新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権１個の目的である株式の数（以下「対象株式数」とい

う。）は、１株以下で当社取締役会が定める数とする。 

ただし、第５項により、対象株式数が調整される場合には、新株

予約権の目的である株式の総数は調整後対象株式数に応じて調整

される。 

 

5．新株予約権の目的である株式の数の調整 

①  当社が、割当期日後、当社株式の分割もしくは併合または合併も

しくは会社分割等を行う場合、それらの条件等を勘案し、適宜対

象株式数の調整を行うものとする。 

②  対象株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめその旨およ

びその事由、調整前の対象株式数、調整後の対象株式数およびそ

の適用の日その他必要な事項を各新株予約権者に書面により通知

または定款に定める方法により公告する。ただし、適用の日の前

日までに上記の通知または公告を行うことができないときは、適

用の日以降速やかにこれを行う。 

 

6．新株予約権の払込金額 

無償とする。 

 

7．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とする。）の価

額（以下「行使価額」という。）は、１円とする。 

 

8．新株予約権の行使期間 
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本新株予約権無償割当て決議において定める日を初日（以下「行使期

間開始日」という。）とし、本新株予約権無償割当て決議において定

める期間とする。ただし、第 10 項に基づき当社が新株予約権を取得す

る場合には、当社が当該取得を通知または公告した日から当該取得日

までの期間、新株予約権を行使することはできない。行使期間の 終

日が銀行営業日でない場合にはその翌銀行営業日を 終日とする。 

 

9．新株予約権の行使の条件 

①  本要項において、次の語句は、別段の定めのない限り以下に定め

る意味を有するものとする。 

a. 「特定株式保有者」とは、当社の株券等の買付けその他の有償

の譲受けまたはこれらに類似する行為の結果、 

Ⅰ  当社の株券等の保有者が保有する当社の株券等に係る株券等

保有割合の合計 

Ⅱ  当社の株券等の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに

類似する行為を行う者が所有しまたは所有することとなる

当社の株券等およびその者の特別関係者が所有する当社の

株券等に係る株券等所有割合の合計 

のいずれかが、20％以上となる者をいう。 

b. a.Ⅰにおいて「株券等」とは、金融商品取引法第27条の 23第１

項に規定する株券等をいう。以下別段の定めがない限り同じ。a.

Ⅱにおいて「株券等」とは、金融商品取引法第27条の２第１項

に規定する株券等をいう。 

c. 「保有者」とは、金融商品取引法第27条の 23第１項に規定する

保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者を含

む。 

d. 「保有」とは、金融商品取引法第27条の 23第４項に規定する保

有をいう。 

e. 「株券等保有割合」とは、金融商品取引法第27条の 23第４項に

規定する株券等保有割合をいう。 

f. 「所有」とは、金融商品取引法第27条の２第１項に規定する所

有をいう。 

g. 「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に規定

する特別関係者をいう。ただし、同項第１号に掲げる者につい

ては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関す

る内閣府令第３条第２項で定める者を除く。 

h. 「株券等所有割合」とは、金融商品取引法第27条の２第８項に

規定する株券等所有割合をいう。 

② 以下に定める者は新株予約権を行使することができない。 

特定株式保有者、その共同保有者（金融商品取引法第 27 条の 23

第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保

有者とみなされる者を含む。）、もしくはその特別関係者または

これらの者が実質的に支配し、これらの者に実質的に支配されも

しくはこれらの者が共同して支配し、これらの者と共同して行動

する者と当社取締役会が判断した者（ただし、その者が当社の株

券等を取得または保有することが当社の企業価値および会社の利

益ひいては株主共同の利益を著しく害さないと当社取締役会が認

めた者は、これに該当しないこととする。） 

③  上記②の規定に従い、新株予約権者が新株予約権を行使すること
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ができない場合であっても、当社は、当該新株予約権者に対して、

損害賠償責任その他の一切の責任を負わないものとする。 

④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 

10．当社による新株予約権の取得 

①  当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日（ただし、当社取

締役会がこれに代わる日を定めたときは当該日）の翌日以降行使

期間開始日の前日までの間いつでも、新株予約権を取得すること

が適切であると当社取締役会が判断する場合には、当社取締役会

が定める日をもって、無償で新株予約権全部を取得することがで

きる。 

②  当社は、第８項の新株予約権の行使期間が終了する時までの間で

当社取締役会が定める日において、新株予約権１個につき対象株

式数の当社普通株式と引換えに、第９項に従い新株予約権を行使

することができる者の新株予約権を取得することができる。 

 

11．新株予約権の行使または当社による取得により新たに当社株式を取得

した場合の当該株主の株主総会における議決権行使 

当社が定める基準日後に、新株予約権の行使または当社による新株予

約権の取得によって、新たに当社株式を取得した場合の当該株主は、

株主総会において議決権を行使できるものとする。 

 

12．新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の承認を要するも

のとする。 

 

13．合併、会社分割、株式交換または株式移転の場合における新株予約権

の交付およびその条件 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 

 

14．新株予約権証券の不発行 

新株予約権証券は、発行しない。 

 

15．新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金

および資本準備金 

新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加す

る資本金および資本準備金の額は、本新株予約権無償割当て決議にお

いて定める額とする。 

 

16．新株予約権の行使請求および払込みの方法 

新株予約権を行使しようとするときは、所定の行使請求書（行使に係

る新株予約権の内容および数、新株予約権を行使する日、当社株式の

記録を行うための振替口座（特別口座を除く。）等の必要事項並びに

株主自身が新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保

証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるもの

とする。）に必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、必要に応

じて別に定める新株予約権の行使に要する書類並びに会社法、金融商

品取引法およびその関連法規（日本証券業協会および本邦金融商品取

引所の定める規則等を含む。）上その時々において要求されるその他
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の書類（以下「添付書類」という。）を第８項に定める期間中に払込

取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係る新株予約権の行使価額全額

に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより行われるものと

する。 

 

17．新株予約権行使の効力発生時期等 

新株予約権の行使の効力は、第16項の行使請求書および添付書類が払

込取扱場所に到達し、かつ行使に係る新株予約権の行使価額全額に相

当する金銭が払込取扱場所に入金された時に生じるものとする。 

 

18．法令の改正等 

新株予約権の無償割当て後、法令の制定、改正または廃止により、本

要項の条項に修正を加える必要が生じた場合においては、当該制定、

改正または廃止の趣旨および文言を勘案のうえ、本要項の条項を合理

的に読み替えるものとする。  
 

      

以  上  
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株主総会による決議 

 

当社株券等の大量買付行為開始時のフローチャート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取締役会による決議（独立委員会の勧告を 大限尊重） 

当社取締役会による追加情報

提供の請求 

大量買付者による買付提案書の提出 

（手続が遵守された場合） （手続が遵守されない場合） 

当社の株券等に対する大量買付行為について、 

当社が公表した買収防衛策に定められた手続の遵守を要請 

記載内容が不十分 

取締役会による決議 

（独立委員会の勧告を 大限尊重） 

大量買付者による

手続不遵守を確認

対抗措置発動せず 
（株主の皆様によるご判断） 

 
対抗措置発動 

（新株予約権の無償割当て等） 

記載内容が十分 

諮問 

勧告 

対抗措置 

発動不承認

対抗措置 

発動承認 

独立委員会の検討手続 

・外部専門家等からの助言の取得 

・取締役会に対して対抗措置の発

動の是非について勧告 

・株主の皆様の意思を直接確認す

ることが実務上適切か否かの検

討 

・当社取締役会による必要情報受領の確認 

・大量買付者に検討開始を通知 

当社取締役会の検討手続 

（当社の企業価値および会社の利益

ひいては株主共同の利益を著しく毀

損するか） 

・情報収集、代替案の検討 
・大量買付者との協議・交渉 

・外部専門家等からの助言の取得 

・株主の皆様の意思を直接確認す

ることが実務上適切か否かの検討

企業価値および会社の利

益ひいては株主共同の利

益を著しく毀損する場合で

ない 

企業価値および会社の

利益ひいては株主共同

の利益を著しく毀損する 

本プランに定める手続を遵守しない大量

買付行為であると認められる場合 

独立委員会が発動を勧告 

（注） 本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては本文をご参照

ください。 

  取締役会評価期間 

 60日以内または90日 

以内(30日延長可) 

株主の皆様の意思を直接確認

することが実務上適切 


